
 

 

協定項目２３－７号資料 

 

窓口業務について 

 

１ 協定項目の要旨・留意点 

① 窓口業務は、住民情報提供等のサービス業務のなかで市民対応が一番多い部署であり基本姿勢に添っ

た調整を図る。 

② 窓口業務は、本所・支所の組織体制、課、係の配置等を考慮して、住民サービスの低下を招かないように

努める。 

 

 

２ 提案の理由 

住民サービスに配慮した体制を整備するとともに、窓口機能の充実に努める内容で提案します。 

 

 

３ 協定（協議）先進事例 

 

広島県三次市・双三郡・甲双町合併協議会（平成１６年４月１日目標 新設合併） 

 

１ 昼時間窓口業務は、本庁・支所ともに実施する。 

２ 夜間窓口業務については、本庁において、三次市の例により実施するものとする。 

 

埼玉県さいたま市（平成 1３年５月 1日 新設合併） 

 

１ 市民窓口業務については、市民サービスの向上を観点に統合又は再編するものとする。

２ 既設の支所・出張所の配置等については現行のとおりとする。 

 

広島県高田郡６町合併協議会（平成1６年３月1日目標 新設合併） 

  

１ 窓口業務の取扱いについては、住民サービスの低下を招かないよう、原則として現行の

とおりとする。 

２ 市役所及び支所以外での住民票の交付については、新市においてもサービス拡充の方

向で取り組むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

主な窓口業務 

 

１ 総務部会関係 

〇所得・評価証明・課税・非課税証明書・資産証明書 

〇納税証明書 

〇罹災証明書 

〇火入れ許可 

〇入札（指名）結果閲覧 

〇交通災害共済（加入・申請等） 

〇行政相談 

 

 

２ 企画財政部会関係 

〇公共料金の出納 

 

 

３ 産業経済部会関係 

〇町管理の道路、橋梁、河川、公園等の維持補修・農村公園及び特産品販売所等 

〇農林水産業の振興、相談業務等・農業委員会等 

〇観光、イベント等 

 

 

４ 住民健康福祉部会関係 

〇出生届・婚姻届・死亡届・転入転出等 

〇戸籍簿謄、抄本・住民票の写し・印鑑登録証明・火葬申し込み（受付）・火葬許可書・墓地借用及び返還・

犬の登録等 

〇人権擁護に関すること等 

〇身体障害者手帳の交付・申請・受付・各種福祉手当の申請・受付・保育所入所相談・療育手帳の申請等 

〇国民健康保険加入・喪失届・被保険者証の発行・出産一時金等申請事務等 

〇老人保健医療受給者証等の申請、交付・老人・身体障害者・乳幼児医療受給者証の申請、交付事務・ 

入院生活給付金の申請等 

〇老人保健取得、喪失等届・医療費申請受付事務等 

〇福祉医療の喪失・保険変更・転居届、再発行事務・医療費等申請受付事務等 

〇母子手帳・健康手帳の交付・各種検診料減免申請等 

〇要介護等認定申請受付・認定調査業務・被保険者証の発行等 

〇各種相談業務 

 

 

５ 建設部会関係 

〇市町村管理の道路・橋梁・河川等の維持補修等 

〇市町村営住宅の入居相談・受付・管理等 

〇行政財産（里道・水路）の使用許可申請 

〇道路占用許可申請 

〇確認申請等 

〇屋外広告物許可申請等 

 

 



 

 

６ 上下水道部会関係 

〇水道使用の届（開閉栓・一時休止・廃止） 

〇水道加入の届（新規・口径変更） 

〇納付書発行 

〇証明書発行 

〇指定給水装置工事事業者指定申請受付 

 

 

７ 教育部会関係 

〇教育関係の庶務・教育振興施設の使用申請・各種教育相談等 

 

 

８ 議会・監査部会関係 

〇請願・陳情の受理 



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊　窓　口　業　務

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務

調　整　方　針 ・戸籍交付事務は、合併時に、川内市の例により調整する。

項　　　　　目

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出
　

（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出

（発行、交付）
　・改竄防止用紙にて
発行
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

戸籍交付事務 （申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出

　（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出

　（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出

　（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出

　（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出

　（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出
　

（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しくは
直系卑属
②上記以外のもの（第
３者）
③職務上必要とする者
（弁護士・司法書士・土
地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

（請求書への記入）
　①が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、印
　・戸籍謄本等必要な
者本籍地、筆頭者氏名
　・請求者の資格(関
係）必要枚数
　②が請求する場合
　・請求者の住所、氏
名、本籍地、筆頭者氏
名
　・代理人の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数
　③が請求する場合
　・職務上請求用紙に
て請求
　④が請求する場合
　・請求者の資格を明
らかにし、その職、氏名
を明記し、職印を押印
した書類提出
　

（発行、交付）
　・申請者の住所、本
籍地、筆頭者を確認

合併時に、川内市の例によ
り調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊　窓　口　業　務

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）項　　　　　目

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・樋脇町に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・入来町に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・東郷町に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・祁答院町に住所がな
い人の届の場合、住民
基本台帳法第９条２項
通知を住所地に通知
する。

（実施時期）
毎日随時

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・里村に住所がない人
の届の場合、住民基本
台帳法第９条２項通知
を住所地に通知する。

（実施時期）
毎日随時

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・上甑村に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・川内市に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

調　整　方　針 ・戸籍届出・受付事務は、合併時に、川内市の例により調整する。

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・下甑村に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務

(概要）
戸籍事務のうち、届の
受理と戸籍の記載は最
も重要かつ中心的な事
務である。個人の身分
関係は、戸籍記載に
よって公証される。戸
籍届出様式は、全国標
準様式に基づくもので
ある。

(対象）
・戸籍届出の出生・婚
姻・離婚・死亡が、主な
届出で年中無休で届
出することができる。戸
籍届出は日本国民は
もとより、日本国籍を有
しない者,無国籍者の
届出も受理しなければ
ならない。届出だ大別
しし、創設的届出２０項
目、報告的届出３０項
目がある。

（事務手順）
・届出の受付には、書
面による届出と口頭に
よる届出がある。書面
による届出は、書面審
査を行い添付書類を
確認し受理する。口頭
による届出は、原則とし
て届出人が市役所に
出頭し陳述により審査
し受付する。なお、届
書類が審査の結果不
適法なもと判断した場
合,不受理とする。
・婚姻、転籍等により新
戸籍をおく場合は、土
地台帳により地番があ
るか確認する。（非本
籍、非住所の受付の場
合は当該市町村へ電
話確認）
・戸籍届出は、２４時間
年中無休で、いつでも
提出できるので、宿日
直が、死亡、婚姻等を
受理しなければならな
い。
・鹿島村に住所がない
人の届の場合、住民基
本台帳法第９条２項通
知を住所地に通知す
る。

（実施時期）
毎日随時

合併時に、川内市の例によ
り調整する。

戸籍届出・受付事務
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川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

（概要）
・印鑑登録を申請す
るものは、自ら若し
くは、代理人により
役場に出向き登録申
請する。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
交付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・下甑村内に住民基
本台帳法に基づき住
所を有する者及び、
外国人登録法に基づ
き本村に外国人登録
原票に登録されてい
る者（１５歳未満の
者及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におい
て、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、下甑
村に住所を有する者
及び、外国人登録を
している者
・印鑑登録をしてい
る者

（概要）
・印鑑登録を申請す
るものは、自ら若し
くは、代理人により
役場に出向き登録申
請する。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
交付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・鹿島村内に住民基
本台帳法に基づき住
所を有する者及び、
外国人登録法に基づ
き本村に外国人登録
原票に登録されてい
る者（１５歳未満の
者及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におい
て、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、鹿島
村に住所を有する者
及び、外国人登録を
している者
・印鑑登録をしてい
る者

合併時に、川内市の例によ
り調整する

（概要）
・印鑑登録を申請す
るものは、自ら若し
くは、代理人により
役場に出向き登録申
請する。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
交付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・東郷町内に住民基
本台帳法に基づき住
所を有する者及び、
外国人登録法に基づ
き本町に外国人登録
原票に登録されてい
る者（１５歳未満の
者及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におい
て、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、東郷
町に住所を有する者
及び、外国人登録を
している者
・印鑑登録をしてい
る者

(概要）
・印鑑登録を申請す
るものは、自ら若し
くは、代理人により
役場に出向き登録申
請する。（但し代理
人は、諸手続きを
し、後日登録）
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
交付する。

（事務手続）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
を記入し、登録印を
持って登録申請をす
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・祁答院町内に住民
基本台帳法に基づき
住所を有する者及
び、外国人登録法に
基づき本町に外国人
登録原票に登録され
ている者（１５歳未
満の者及び成年被後
見人は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におい
て、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、祁答
院町に住所を有する
者及び、外国人登録
をしている者
・印鑑登録をしてい
る者

（概要）
・印鑑登録を申請す
るものは、自ら若し
くは、代理人により
役場に出向き登録申
請する。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
交付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・里村内に住民基本
台帳法に基づき住所
を有する者及び、外
国人登録法に基づき
本村に外国人登録原
票に登録されている
者（１５歳未満の者
及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におい
て、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、里村
に住所を有する者及
び、外国人登録をし
ている者
・印鑑登録をしてい
る者

（概要）
・印鑑登録を申請す
るものは、自ら若し
くは、代理人により
役場に出向き登録申
請する。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
交付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・上甑村内に住民基
本台帳法に基づき住
所を有する者及び、
外国人登録法に基づ
き本村に外国人登録
原票に登録されてい
る者（１５歳未満の
者及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におい
て、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、上甑
村に住所を有する者
及び、外国人登録を
している者
・印鑑登録をしてい
る者

（概要）
・印鑑登録の申請又
は廃止する者は、自
ら若しくは、代理人
により役所に出向き
登録申請又は廃止の
届出をする。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
印鑑登録証明書を交
付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・樋脇町内に住民基
本台帳法に基づき住
所を有する者及び、
外国人登録法に基づ
き本町に外国人登録
原票に登録されてい
る者（１５歳未満の
者及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におけ
る、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、樋脇
町に住所を有する者
及び、外国人登録を
している者
・印鑑登録をしてい
る者

（概要）
・印鑑登録の申請又は
廃止する者は、自ら若
しくは、代理人により役
所に出向き登録申請
又は廃止の届出をす
る。
・印鑑登録証を持参し
た本人若しくは代理人
が受付に交付申請を
請求した場合に印鑑登
録証明書を交付する。

（事務手続）
①印鑑登録申請・印鑑
登録廃止（本人）
・印鑑登録申請書に氏
名等記入し登録印を添
えて登録申請する。印
鑑登録の廃止は、印鑑
証明廃止届に記入す
る。
・登録申請者又は廃止
する本人であるか確認
する。（官公庁発行の
写真月証明書で確認、
証明書がない場合、川
内市に印鑑登録してい
る者が登録された印鑑
を押印した保証書を添
えれば可）

印鑑登録・交付事務 （概要）
・印鑑登録の申請又
は廃止する者は、自
ら若しくは、代理人
により役所に出向き
登録申請又は廃止の
届出をする。
・印鑑登録証を持参
した本人若しくは代
理人が受付に交付申
請を請求した場合に
印鑑登録証明書を交
付する。

(事務手順）
①印鑑登録申請
・登録申請書に氏名
等記入し、登録印を
持って登録申請す
る。
・登録申請者本人で
ある旨確認を要す
る。（官公庁発行の
写真添付されている
者で確認）
・入来町内に住民基
本台帳法に基づき住
所を有する者及び、
外国人登録法に基づ
き本町に外国人登録
原票に登録されてい
る者（１５歳未満の
者及び成年被後見人
は、登録できな
い。）
②登録証明書交付
・受付窓口におけ
る、印鑑登録証を提
示
・印鑑証明申請書を
記入
・印鑑証明を交付

(対象者）
・登録要件は、入来
町に住所を有する者
及び、外国人登録を
している者
・印鑑登録をしてい
る者

項　　　　　目

・印鑑登録・交付事務は、合併時に、川内市の例により調整する。

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務

調　整　方　針



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊　窓　口　業　務

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

合併時に、川内市の例によ
り調整する。

（概要）
住民票は住民の居住
関係を公証する。

(申請）
①本人又は同世帯の
人若しくは親族
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者（弁護士、司法書
士、土地家屋調査士
等）
④国若しくは、地方
公共団体職員

・請求書に記入
①が請求する場合
請求者の住所、氏
名、印、必要枚数
・請求書に記入
②が請求する場合
請求者の住所、氏
名、代理者の住所、
氏名、印、使用目
的、必要枚数
・請求書に記入
③が請求する場合
職務上請求用紙にて
請求
・④が請求する場合
請求者の資格を明ら
かにしその職氏名を
明記し職印を押印し
た書類提出

(概要）
住民票の交付

（内容）
・請求の理由
・請求者の氏名、住
所、押印
・請求に係る住民の
範囲
〇請求事由を明らか
にさせることを要し
ない場合
・本人又はその者と
同一世帯に属する者
・国又は地方公共団
体の職員の職務上の
請求
・弁護士、司法書
士、土地家屋調査
士、税理士、社会保
険労務士、弁理士、
海事代理人又は行政
書士が、職務上の請
求
・村長が相当と認め
る場合

(概要）
住民票の交付

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しく
は、直系卑属
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者
④国若しくは、地方
公共団体職員

〇請求書に記入
①が請求る場合
・請求者の住所・世
帯主名・氏名・印若
しくは拇印
・請求者の資格（関
係）・必要枚数・謄
抄本の別
〇請求書に記入
②が請求する場合
・請求者の住所・世
帯主名・氏名
・代理人の住所・氏
名・印若しくは拇印
・世帯主と請求者と
の関係・使用目的・
必要枚数・謄抄本の
別
※委任状添付の場合
使用目的は不必要
〇請求書に記入
③が請求する場合
・職務上請求用紙に
て申請

(概要）
住民票の交付

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しく
は、直系卑属
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者
④国若しくは、地方
公共団体職員

〇請求書に記入
①が請求る場合
・請求者の住所・世
帯主名・氏名・印若
しくは拇印
・請求者の資格（関
係）・必要枚数・謄
抄本の別
〇請求書に記入
②が請求する場合
・請求者の住所・世
帯主名・氏名
・代理人の住所・氏
名・印若しくは拇印
・世帯主と請求者と
の関係・使用目的・
必要枚数・謄抄本の
別
※委任状添付の場合
使用目的は不必要
〇請求書に記入
③が請求する場合
・職務上請求用紙に
て申請

(概要）
住民票の交付

（申請）
①本人又はその配偶
者、直系尊属若しく
は、直系卑属
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者
④国若しくは、地方
公共団体職員

〇請求書に記入
①が請求る場合
・請求者の住所・世
帯主名・氏名・印若
しくは拇印
・請求者の資格（関
係）・必要枚数・謄
抄本の別
〇請求書に記入
②が請求する場合
・請求者の住所・世
帯主名・氏名
・代理人の住所・氏
名・印若しくは拇印
・世帯主と請求者と
の関係・使用目的・
必要枚数・謄抄本の
別
※委任状添付の場合
使用目的は不必要
〇請求書に記入
③が請求する場合
・職務上請求用紙に
て申請

（概要）
住民票の写しの交付

（申請）
①本人若しくは同世帯
の人若しくは親族
②上記以外のもの
③職務上必要とする者
（弁護士、司法書士、
土地家屋調査士等）
④国若しくは地方公共
団体職員

〇請求書に記入（①が
請求する場合）
・請求者の住所、氏
名、印（印は省略でき
る）
・必要者の住所・世帯
主氏名、氏名
・世帯全部、一部の
別、必要枚数、１２条４
項（特別の請求）の記
載の有無
〇請求書に記入（②が
請求する場合）
・請求者の住所、氏名
・代理者の住所、氏
名、印、請求者との関
係、使用目的、必要枚
数、委任状若しくは請
求者と代理人の関係の
わかる証明資料
〇請求書に記入(③が
請求する場合）職務上
請求用紙にて申請
〇④が請求する場合
・請求者の資格を明ら
かにしその職氏名を明
記し、職印を押した書
類を提出

（発行・交付）
・住民記録システムか
ら改竄防止用紙にて発
行
・申請者の住所、氏名
を確認後、まちがいな
ければレジにて交付
し、手数料を受領し,領
収書を発行

住民票交付事務 （概要）
住民票の写しの交付

（申請）
①本人又は同世帯の
人若しくは親族
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者（弁護士、司法書
士、土地家屋調査士
等）
④国若しくは、地方
公共団体職員

・請求書に記入
①が請求する場合
請求者の住所、氏
名、印、必要枚数
・請求書に記入
②が請求する場合
請求者の住所、氏
名、代理者の住所、
氏名、印、使用目
的、必要枚数
・請求書に記入
③が請求する場合
職務上請求用紙にて
請求
・④が請求する場合
請求者の資格を明ら
かにしその職氏名を
明記し職印を押印し
た書類提出

（概要）
住民票の写しの交付

（申請者）
①本人又は同世帯の
人若しくは親族
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者（弁護士、司法書
士、土地家屋調査士
等）
④国若しくは、地方
公共団体職員

・請求書に記入
①が請求する場合
請求者の住所、氏
名、印、必要枚数
・請求書に記入
②が請求する場合
請求者の住所、氏
名、代理者の住所、
氏名、印、使用目
的、必要枚数
・請求書に記入
③が請求する場合
職務上請求用紙にて
請求
・④が請求する場合
請求者の資格を明ら
かにしその職氏名を
明記し職印を押印し
た書類提出

(概要）
住民票の交付

(申請）
①本人又は同世帯の
人若しくは親族
②上記以外の者（第
３者）
③職務上必要とする
者（弁護士、司法書
士、土地家屋調査士
等）
④国若しくは、地方
公共団体職員

・請求書に記入
①が請求する場合
請求者の住所、氏
名、印、必要枚数
・請求書に記入
②が請求する場合
請求者の住所、氏
名、代理者の住所、
氏名、印、使用目
的、必要枚数
・請求書に記入
③が請求する場合
職務上請求用紙にて
請求
・④が請求する場合
請求者の資格を明ら
かにしその職氏名を
明記し職印を押印し
た書類提出

調　整　方　針 ・住民票交付事務は、合併時に、川内市の例により調整する。

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務

項　　　　　目



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊　窓　口　業　務

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）項　　　　　目

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務

調　整　方　針 ・外国人登録受付事務は、合併時に、川内市の例により調整する。

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

（概要）
外国人登録の申請受
付事務

（事務手順）
１指定の申請書に記入
してもらい、申請書類
（旅券、写真等）を提出
してもらう。
２新規登録など登録証
明書の交付を伴う申請
の場合、乙様式証明書
（１６歳未満）はその場
で作成し、交付する。

（手書き）
・甲様式証明書（16歳
以上）は入国管理局が
作成するため、日数が
かかるので「交付予定
期間指定書」を作成
し、渡す。甲様式証明
書は後日交付する。
・変更登録の場合は、
登録証明書の裏面に
変更内容を記載してか
ら渡す。

※外国人の転出の場
合は、転入先の役所へ
の居住地変更登録申
請だけでよい。（転出
元の役所への申請は
いらない）

外国人登録受付事務 (概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

合併時に、川内市の例によ
り調整する。

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。

(概要）
外国人登録事務は、
該当者が在住する市
町村が諸申請の窓口
となるため、その申
請受付を行う事務

（目的）
本邦に在住する外国
人の登録を実施する
ことによって外国人
の居住関係及び身分
関係を明確にし在留
外国人の公正な管理
を資する。

（事務手順）
１申請受付
受付対象者
・外国人登録法第２
条１項において規定
している外国人指定
に申請書に記入し、
必要書類を提出す
る。
・転出は転入先よ
り、登録原票請求者
が請求され出国は、
入国管理局より通知
が送付される。
・死亡等は戸籍届出
により発生する。
２申請書内容確認
・申請内容は、原票
や提出資料（パス
ポート等）により確
認する。
・提出書類は保存の
ため、添付書類とす
るかコピーにて対応
とする。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊ 窓 口 業 務

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

合併時に,川内市の例によ
り調整する。

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
・新規・書換え原票
を作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

外国人登録事務 （概要）
受付した申請内容を登
録する。

（事務内容）
１新規登録
①甲式登録証明書は
入国管理局で作成す
るため、調整用台紙及
びフロッピーを、外国
人登録記録入力装置
で作成する。作成した
フロッピー等は簡易書
留で入国管理局へ送
付する。
②外国人登録記録入
力装置を用いて原票を
作成する。
２変更登録
変更登録内容は、原票
に記載する。(手書き）

※外国人登録記録入
力は、法務省から支給
されている専用のパソ
コンを使用している。

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

(概要）
受付した申請内容を
登録する事務
（事務内容）
１申請受理
①登録申請書の交付
を伴う申請の場合
・乙様式証明書（１
６歳未満）その場で
作成し交付する。
・甲様式証明書（１
６歳以上）「交付予
定期間指定書」作成
し交付する。
②変更登録
所持している登録証
明書の裏面に変更事
項を記入する。
③受付簿に申請内容
記入
２乙様式証明書作成
番号台帳により登録
証明書を作成、署名
は不要、家族事項登
録を行う（１年未満
の在留者は不要）次
回確認基準日は、１
６歳の誕生日
３甲式登録証明書作
成
①申請内容を入力す
る。
②登録証明書調整用
台紙を作成する。
③作成資料を入局管
理局へ簡易書留で郵
送する。
④入管より後日、甲
式登録書が送られて
くる。
⑤交付予定日に来庁
した申請者に、証明
書を交付する。
４登録原票作成
新規・書換え原票を
作成する。
５変更申請の処理
・変更内容は、原票
に記入する。
・転入による住所地
変更申請の時は、
「原票送付申請書」
を前住所の役所に送
付請求する。
後日、送付された原
票に変更名内容を記
入する。
・死亡・出国の時
は、原票閉鎖処理を
する。
・転出の時は、「原
票送付書」を作成し
送付

調　整　方　針 ・外国人登録事務は、合併時に,川内市の例により調整する。

項　　　　　目

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊　窓　口　業　務

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

生活環境課で死亡届・
死産届（火葬の予約）
受付後に許可証を作
成する。但し火葬日時
が死亡日時より２４時間
を経過していること。妊
娠７ヶ月に満たない死
産は、２４時間経過して
いなくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・住民係窓口担当者
但し業務時間外は宿
日直者（警備員）

住民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

町民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

町民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

住民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

住民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

住民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。
（手数料）
火葬許可証１通２００円

民生課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

住民課で死亡届・死産
届（火葬の予約）受付
後に許可証を作成す
る。但し火葬日時が死
亡日時より２４時間を経
過していること。妊娠
７ヶ月に満たない死産
は、２４時間経過してい
なくてもよい。

(受付・発行)
年中２４時間
(事務担当者）
・戸籍担当者
但し閉庁時は宿日直
者が対応する。

合併時に、新たな制度等を
制定する。
・火葬許可証の手数料につ
いて、取扱いの調整を図
る。
・一部事務組合との調整が
必要である。

葬祭場の使用申請が
提出された時、市民課
への手続き（埋・火葬
許可）を確認して、使
用許可証を発行する。

・町民課の窓口で死
亡届を受領
・火葬予約の確認を
し、予約してなけれ
ば東部衛生処理組合
に電話で予約
・死亡届に基づき火
葬許可書を作成
・火葬認可証の申請
者は、死亡届の届出
人と同じ

死亡届を提出された
ら、薩摩郡東部衛生
処理組合に連絡し火
葬の予約を確認す
る。
喪主・死亡者・火葬
日時
間違いがなければ火
葬許可証を発行。

上甑村との合同によ
る甑衛生管理組合火
葬場を使用してお
り、火葬場の管理は
里村が行っている。

里村との合同による
甑衛生管理組合火葬
場を使用している
が、火葬場の管理は
里村が行っている。

葬祭場の使用申請が
提出された時、埋・
火葬許可書を確認し
て、使用許可証を発
行する。

葬祭場の使用申請が
提出された時、埋・
火葬許可書を確認し
て、使用許可証を発
行する。

合併時に、新たな制度等を
制定する。
・一部事務組合との調整が
必要である。
・火葬料については、環境
衛生事業及び一部事務組合
の取扱いで協議する。

①市民相談に迅速か
つ的確に対応する。
平成１３年度実績
相談件数１，００７件

②無料法律相談の開
催
市民の財産・権利・離
婚・扶養・相続・借地・
借家・金銭・貸借・相隣
等
弁護士の専門的なアド
バイスを受ける。
毎月１回（第２木曜日）
県弁護士会へ委託

現行のまま新市へ引き継
ぐ。

市民相談に関すること

項　　　　　目

火葬許可（受付、許可）

火葬場使用許可

協　定　項　目 　　 ２３－７　窓口業務

調　整　方　針

・火葬許可（受付・許可）は、合併時に、新たな制度等を制定する。
・火葬場使用許可は、一部事務組合との調整を図り、合併時に、新たな制度等を制定する。
・市民相談に関することは、現行のまま新市へ引き継ぐ。




